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ミウラグループ エコチャレンジ 2050

排熱
自然保護

廃棄物

エネルギー

水資源

環境汚染物質

2030 2040

パリ協定の1.5℃シナリオと日本政府の2030年度のGHG排出量46%削減目標（2013年度比）を鑑みて、事業活動および
製品のライフサイクルにおける、GHG排出量、環境汚染物質、廃棄物、排熱、水使用量などを可能な限り最小化する
「ミウラグループ エコチャレンジ」を行っています。環境長期目標では2050年までのGHG排出量（Scope 1・2・3）の削減
および排出物のリサイクル率向上、水使用量の削減についての定量化目標とそれぞれの目標達成のための施策を設定し、
2022年4月より取り組みを進めています。

脱炭素社会への取り組み

自然共生社会への取り組み

有害物質抑制社会への取り組み

環境に優しい社会への取り組み

● 「ミウラの森」森づくり活動を通じた自然保護と「ビオトープ」の維持

● グリーン調達の推進による有害物質含有の低減
● 環境事故ゼロ

● LCA（環境影響評価）の指標および枠組みの決定と評価
● 国内・海外グループ会社の環境データの一括管理および環境活動の強化

■ Scope 1・2 排出量 ■ Scope 3 排出量 （売上原単位）

目標達成のための施策
● 溶接ロボットやコンプレッサ、射出成形機器等を省エネモデ
ルへ更新

● 太陽光発電設備、照明のLED化、遮熱材の導入
● 空調デマンド制御によるエアコンの省エネ設定
● 上記の自助努力を実施のうえ、目標に対して実績がともなわな
い可能性がある場合、グリーン電力およびJ-クレジットの購入

目標達成のための施策
中長期にわたる2段階の削減戦略として、

❶ ボイラの燃料転換（油→ガス）と高効率化、廃熱回収・未利用
熱回収、省エネ診断

❷ 新燃料対応（水素、アンモニア等）およびメタネーション対応、
トータルソリューション提案の推進

● 省エネルギー活動によるGHG排出量（Scope 1※1・2※2・3※3）の削減
 算定範囲は、三浦工業および国内グループ ※4

2013年度

基準年

2030年度

▲ 50%

2023年度（実績）

▲ 38.8%

2050年度

▲ 100%

削減目標

0

100

▲ 38.8%
▲ 50%

▲ 100%

2013（基準年）2023（実績） 2030 2050 （年度）

 （%）  （%）

2019年度

基準年

2030年度

▲ 40%

2023年度（実績）

▲ 31.5%

2050年度

▲ 100%

削減目標（売上原単位）

0

100
▲ 31.5%

▲ 40%

2019（基準年）2023（実績） 2030 2050 （年度）

資源循環社会への取り組み

ミウラのサプライチェーン排出量

■ 排出物のリサイクル率 ■ 水使用量 （売上原単位）

目標達成のための施策
● ごみ分別
● リサイクル率向上のためのリサイクル会社開拓
● サプライヤーからの梱包材の削減化や通い箱の活用化
● 再生しやすい素材の部材の選定
● 端材が出ない加工品の購入

目標達成のための施策
● 自社製品を利用した試験運転水用途などへの利用
● 排水リサイクルシステムの導入
● 試験時に発生する蒸気の回収利用
● 雨水利用

● 国内工場の廃棄物の削減（排出物のリサイクル率向上）
● 国内工場の水使用量の削減
 算定範囲は、三浦工業（支店を除く）および国内グループ ※4

2021年度

71%

2030年度

85%

2023年度（実績）

80.1%

2050年度

95%

リサイクル目標

0

70

100

80.1%

71%

85%
95%

2021 2023（実績） 2030 2050 （年度）

 （%）

2019年度

基準年

2030年度

▲ 35%

2023年度（実績）

▲ 36.1%

2050年度

▲ 65%

削減目標（売上原単位）

0

100

▲ 36.1% ▲ 35%

▲ 65%

2019 2023（実績） 2030 2050 （年度）

 （%）

Scope 3
部品の購入・輸送

Scope 1
工場燃料

Scope 2
電力使用

Scope 3
自社廃棄物
出張・通勤等

Scope 3
製品の輸送　製品の使用　製品の廃棄

サプライヤー 自社 お客様

※1  Scope 1：事業者自らによる温室効果ガスの直接排出（燃料の燃焼、工業プロセス）、温対法基準（エネルギー起源）　※2  Scope 2：他社から供給された電気、熱・蒸気の使用にともなう間
接排出　※3  Scope 3：Scope 1、Scope 2以外の間接排出（事業者の活動に関連する他社の排出）　※4  当該ページの国内グループは、三浦マニファクチャリング、三浦アクアテック、三浦工機、
三浦環境マネジメント、ミウラ・エス・エー、ミウラジョブパートナー 

ミウラグループ
エコチャレンジ

2050

▲ 100%

環 境 長 期目標
ミ
ウ
ラ
の
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20302013
（基準年）

2019
（基準年）

2023
（実績）

2050
（年度）

▲ 40%▲ 40%

▲ 100%
カーボンニュートラル
▲ 100%

カーボンニュートラル

▲ 31.5%▲ 31.5%

■ GHG：温室効果ガス（Green House Gas）の略　■ Scope 1：事業者自らによるGHGの直接排出（燃料の燃焼、工業プロセス）　■ Scope 2：他社から供給されたエネルギー（電気、
熱、蒸気など）の使用にともなうGHGの間接排出　■ Scope 3 : Scope 1、Scope 2以外のGHGの間接排出（事業者の活動に関連する他社の排出）

低炭素化を推進する政策や規制の実施が限定的であることで地球温暖
化が進行し、平均気温が上昇する。気候変動によって自然災害が増加、災
害の激甚化が進むことで拠点やサプライチェーンの混乱が想定される。
一方で複数燃料に対応可能なBCP型製品や災害時の早期復旧支援の体
制構築にかかる需要の増加が想定される。

持続可能な社会に向け脱炭素や低炭素を念頭に置いた経済活動が活発
化し、世の中が環境重視型社会へと移行していく。それにともない、規制
が強化され、炭素税導入、再生可能エネルギーの利用等が求められ、それ
らの対応コストの増大が想定される。
当社にとっては、化石燃料を利用するボイラの市場規模が縮小する可能
性がある一方、脱炭素社会の実現に向けた省エネ設備および再生可能エ
ネルギー利用ボイラの市場拡大が想定される。

気温上昇が4℃を超え
気候変動の影響が顕在化した場合

気温上昇が1.5℃以下に抑えられ、
世界全体が低炭素社会へ移行した場合

省エネの徹底と新技術の確立
脱炭素エネルギーインフラの整備が十分進んでおらず、現存技術で徹底
した省エネ活動と低炭素燃料への転換、低炭素設備の提案を推進して
CO2削減を図るとともに、脱炭素に対応した技術を確立するステージ

● 省エネ診断を行い、工場全体の省エネ・トータルソリューションを展開
● ヒートポンプおよび熱回収コンプレッサ等と既存機器のベストミックスの提案

再生可能エネルギー等脱炭素対応製品の開発強化
脱炭素エネルギーインフラが浸透し、新エネルギーに対応した設備を
提案するとともに、脱炭素への対応を高めるステージ

● 水素関連製品の技術開発、拡販およびラインアップ拡充
● アライアンスによるソリューションの高度化と領域の拡大

ステージ 1
2022年度～ 2030年度

ステージ 2
2031年度～ 2050年度

2030

CO2
排出量

100%

2050

■  国内機器販売事業における戦略・具体的な取り組み

■  シナリオ分析

当社は、気候変動に関わる影響を重要課題と認識しており、
自社の事業活動および販売する製品・サービスの環境負荷を
低減させるために、長期的なGHG削減目標（ミウラグループ

4 指標と目標

エコチャレンジ2050）を定めて取り組んでいます。GHG削減
目標に従って、継続的に各種取り組みを推進するとともに、達
成状況の評価を行っていきます。

Scope 1 
排出量 目標値：3,922（tCO2）
販売機種のガス燃料へのシフトによる
試運転用燃料由来のCO2排出削減など

Scope 2 
排出量 目標値：3,549（tCO2）
合理化、省エネ型設備置換、再エネ電力
調達、非化石電力購入などにより削減

Scope 3 
新燃料（水素、アンモニア、メ
タネーション）対応、トータル
ソリューション提案の推進

▲ 50%▲ 50%

▲ 38.8%▲ 38.8%

Scope 3 
ガス燃料ボイラ・高効率ボイラの提案、廃熱回
収・未利用熱回収設備の提案、省エネ提案など

Scope 3 排出量

Scope 1・2 排出量

当社グループは、気候変動を世界共通の重大な課題であると認識し、気候関連財務情報開示タスクフォース（TCFD）
提言に基づき、気候変動にかかるリスクおよび収益機会が当社グループの事業活動や収益等に与える影響等について、
2022年5月に当社ウェブサイトにて開示し、2023年5月に気候関連財務情報開示タスクフォース（TCFD）提言への賛同を

表明いたしました。技術・製品・サービスの提供を通じて、
世界的な共通目標であるカーボンニュートラルの実現に
向けて、グループ一丸となって取り組んでまいります。

政策
規制

技術

市場

急性

慢性

炭素価格（炭素税）

化石燃料使用に
関する規制

既存の製品および
サービスに対する命令
および規制

低炭素技術の進展
エネルギーミックスの
変化

原材料コストの変化
鉄鋼材料の購入金額

異常気象の激甚化
（台風、豪雨土砂、高潮等）

平均気温の上昇

小

中

小

小

大

大

大

大

中

大

大

中

中

中

財務上の影響
ミウラの事業リスク ミウラの事業機会

4˚C 1.5˚C

炭素税の導入や増税により、製造段階でCO2の排出が多
いとされる主力製品の鋼材価格が上昇する。

化石燃料を主要エネルギーとする関連産業の成長鈍化、
あるいは急激な脱炭素へのシフトにより、当社が生産す
るボイラの市場規模が縮小する。

気候変動により用水確保のリスクが高まる。
（ミウラへのリスク影響度は小）

気候変動に関連する次世代技術への置き換わりにより、
当社の技術が陳腐化し、市場競争力の低下、または製品
シェアの縮小に繋がる。

電化が進む社会において、金属資源の需要拡大により、
原材料が不足し、価格が上昇する。

当社工場および拠点に大きな影響を及ぼす災害により、
工場や生産設備の直接的な損害にとどまらず、製品およ
びサービスの信頼性や評価にも影響し、売上が減少する。

サプライヤーからの部品供給停止が生じ、調達量・納期の
確保が困難となり、生産遅延、販売機会の逸失が発生する。

気温上昇にともない、冷却設備の能力不足が生じる。
（ミウラへのリスク影響度は小）

● CO2を排出しないクリーン蒸気を提供
できる製品で、より高付加価値市場
を創造できる。

● 省エネ性能の高い設備の導入や、工
場や施設全体のエネルギーマネジメ
ントなどによるCO2削減に繋がるソ
リューションのニーズが増加する。

● 気候変動による水リスクの高まりに
より、顧客の省電力、省水意識が高
まり水処理市場が拡大する。

● クリーンエネルギーである水素等の
利用への指向が強まり、水素燃料ボ
イラ等の売上が増加する。

● 複数燃料に対応可能なBCP型製品
（ガス・油切替小型貫流ボイラ等）や
停電時の電源の確保や地震対策とし
て防災に強いコージェネレーション
システム（排ガスボイラ）、災害時の
早期復旧支援の体制構築（各設備の
多様化等）などの高機能案件が増加
する。

● 気候変動（気温上昇）により、冷却
需要が増大し関連事業が拡大する。

移行
リスク

物理的
リスク

財務的影響（小・中・大）の考え方：定量的・定性的に分析し、相対的な影響度を評価しています。

分類 気候変動リスク項目

当社は、気候関連課題が事業に密接に結びつき、事業活動に
大きな影響を与えると考え、気候変動問題に関する取り組み
は、サステナビリティ推進会議で検討・立案し、経営会議で
の審議を経て代表取締役を議長とする取締役会で決議・監督
する体制としています。サステナビリティ推進会議はサステ
ナビリティ推進担当役員を議長とし、各部門から選任された
推進責任者、推進担当者と事務局で構成され、定期的に開催
しています。

● 取締役会は、気候変動問題に関する重要な取り組みを決
議・監督する

● 経営会議は、気候変動問題に関する取り組みを審議する
● サステナビリティ推進会議は、気候変動問題に関する取り
組みを検討・立案する

当社は、各部門で抽出した気候変動による影響をサステナビ
リティ推進会議で検討し、従来のリスクマネジメント体制の枠
組みに気候変動リスクを追加したうえで管理しています。
気候変動リスク（移行リスク、物理リスク）を含むすべてのリス

クは経営会議で統合管理しており、事業リスク影響評価を確
認のうえ、リスク対応項目を決定し、特に重要な事項を取締
役会に上程します。取締役会は、リスクマネジメントに関する
特に重要な事項を審議・決議し監督します。

● BCP検討委員会は、経営会議の諮問機関として必要に応じ
て組織される

● 経営会議は、気候変動リスクを含むすべてのリスクを統合
し、意思決定を担う

当社は､シナリオ分析を行い、気候変動に関する重要リスク・
重要機会を洗い出し、それらが及ぼす具体的な財務的影響額
の評価を行っています。国内機器販売事業のボイラ事業につ
いては、主要事業であること、従来化石燃料を使用しているこ
とから今後のGHG削減規制の影響を強く受ける可能性がある
こと、気候変動対策として新技術の市場参入機会が存在する
こと、これら3つの事情を踏まえてシナリオ分析を行いました。
シナリオ分析は、IEA（国際エネルギー機関）等が公表する
「シナリオ」に基づき、4℃シナリオと1.5℃シナリオの2つの
シナリオを用いて、2030年、2050年時点における影響を考
察しています。

1 ガバナンス

2 リスク管理体制

3 戦略

気候関連財務情報開示タスクフォース（T C F D）提言に基づく開示
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基本的な考え方

ミウラグループは「ミウラグループ企業行動規範」に則って行動し、品質マネジメント宣言を実行することで、お客様に役立つ技
術に磨きをかけ、製品やサービスの品質を高めることによりお客様の信頼にお応えしています。

品質マネジメント

体制と責任・マネジメントレビュー

　品質保証活動は、QMS総括責任者（社長執行役員）が指名
した事業統括責任者（取締役以上）が統括しています。事業
統括責任者から任命された品質管理責任者は、品質マネジメ
ントシステム（QMS）に則り、お客様のご要望に対する認識を
高め、品質保証活動を推進しています。
　マネジメントレビューについても年1 回実施し、品質マネジ
メントシステムのパフォーマンスについてレビューしています。

品質向上会議

　品質向上会議を月1回開催しています。議題は主として、
製品クレームの改善、品質向上案件の進捗状況、重大事故発
生に関する報告とその対策および再発防止について検討する
とともに、部門間において情報交換・共有を行っています。

製品不適合などへの対応

　クレーム費用内部売上高比率や緊急修理発生率をKPIとし
て、部門ごとにモニタリングを実施し、中長期的に製品不適
合の改善やクレーム費用削減に努めています。製品・サービ
スに起因する重大な事故については、重大事故処理要領に則
り、早期対応・再発防止を図っています。

グローバルな品質管理への取り組み

　ミウラグループでは、2022年度より海外QMS構築活動を1

歩進め、機能毎にチェックリストに基づく自己チェックを実施
しています。この活動により各工場の品質異常件数も減少傾
向が続いています。また、新製品製造時の製品の組み立て、
品質管理方法について、日本同様の運用が定着できるよう、
現地駐在員が中心となって支援をしています。そのほか、出
来栄えが品質に直結する溶接技術を競う「溶接コンクール」
を実施し、国内外のミウラグループから溶接技術者が参加す
ることで、技術と品質への意識向上を図っています。

製品開発におけるリスクアセスメントの徹底

　ミウラグループでは、製品の安全性を高めるためのリスク
アセスメントを実施しています。設計・開発プロセスの早い
段階から、当社の取り扱う製品のライフサイクル全般で発生
すると予想される危険事象から、人および財産を保護するた
めの保護方策を検討し、最終的に製品に反映することを目的
としています。
　リスクアセスメントは、社内研修にて重要性を認識し、実
施方法の理解のうえ、具体的な実施の習得まで体系的に学べ
る体制となっています。

品質に関する従業員教育の実施

　2024年3月期は新入社員全員を対象とした品質保証の基
礎に関する研修（106名受講）のほか、製品のリスクアセスメ
ントを適正に行うことができるよう、主に技術者を対象とした
リスクアセスメント研修（延べ84名受講）を実施しました。
また、ISO9001内部監査員の育成を目的とした研修では、28

名が受講しました。

基本的な考え方

ミウラグループは、お取引先との連携強化と責任あるサプライチェーンマネジメントの構築を重要な課題と考えています。優れ
た供給資材をより良い製品づくりに活かすとともに、お取引先との相互信頼、法令遵守、環境保全、人権尊重、腐敗防止等の取り
組みを推進することで、持続可能な社会の実現に向けて、お取引先と当社の持続的な成長を目指していきます。

サステナブル調達と推進体制

サステナブル調達

　当社は、サプライヤーとの取引基本契約書に、「廃棄物削減、
省資源、省エネ、リサイクルを推進し、地球環境に与える負荷
の軽減に努める」旨を定めています。また、紛争鉱物の使用
禁止に努める内容等11項目を含む「ミウラグループサステナ
ブル調達ガイドライン」を2021年8月に制定し、サプライヤ
ーへ周知し、ウェブサイトで公開しています。

グリーン調達

　当社は、環境に配慮した製品を社会へ提供する目的として、
「ミウラグループグリーン調達ガイドライン」を2017年10月
に制定し、製品に含有される有害化学物質調査に取り組んで
います。現在、自社ボイラ薬品についてはガイドラインに基
づいた保証体制を整えており、今後は調査対象範囲を拡大す
るため、グリーン調達調査を推進しています。また、サプライ
ヤー向けにアンケートを実施し、環境への取り組みや遵守状
況の確認も行っています。

調達におけるBCPの取り組み

　2024年3月期は、海外サプライヤーのリスク管理やBCP

基準における対象機器部品の再検討を行いました。来期には
重要機能部品の安全在庫の見直し検討を実施します。また、
新型コロナウイルス感染症の影響により、サプライヤーが受
注残を大量に抱えていたことで部品供給の納期遅延がみら
れましたが、情報共有による製造在庫と販売在庫の最適な
調整で、製造・フィールドエンジニア活動の停滞はありません
でした。
　2025年3月期は以下について取り組みます。

1.  ミウラグリーンシフト（有害化学物質ゼロ宣言）に向けた 

 部品調達、生産取り組みの推進継続

2.  紛争鉱物の不使用に向けた取り組み

サプライヤーと連携した品質向上への取り組み

　ミウラグループでは、生産統括本部を中心に設計・グルー
プ製造会社・資材調達および協力会社の4部門で、常に品質
向上に向けた四位一体改革を推進し、高品質・低コスト・短納
期を実現する生産体制の構築を目指しています。

経営者会議

　「TS（トップサプライヤー）優良製造会社認定制度」を2009

年3月期より開始し、現在、TS8社と理念を共有し、QCDF※の
追求と、長年に亘る相互信頼・WIN-WINの関係を構築して
います。さらに、当社、社長執行役員をはじめとした経営層と
TS8社の経営者が参加する経営者会議を年1回開催し、品質
向上・納期対応・コストダウンについて各社の目標、実績、自主
点検結果を共有し、改善に向けた意見交換をしています。

※ QCDF：Quality（品質）、Cost（コスト）、Delivery（納期）、Flexibility（適応性）

PC交流会（Process Change for the better）

　当社の設計・調達とTS8社および主要協力会社の担当者に
よる製造方法の改善、設計の品質向上を図る活動です。本会
を通して改善し、削減できた加工時間は、電力消費量に換算
され、部品製作におけるCO2排出量の抑制に役立てています。
その成果は経営者層に会議を通して報告をしています。
　2024年3月期は、TS8社へ、Scope3の重要性を説明する
と共に、来期から活動方針へ環境に関する項目を加え、各社
でエネルギー使用量原単位等をモニタリングし、削減目標と
する具体的な方針を決定しました。

「パートナーシップ構築宣言」への登録

　当社は、2021年7月、「パートナーシップ構築宣言」に登録
し、サプライヤーとの連携・共存共栄を進め、全体的なサプラ
イチェーンの価値向上と、取引習慣の遵守・関係
構築に取り組んでいます。

https://www.biz-partnership.jp/index.html
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　　　　　　　　　　　　実施内容

執行役員制度を導入し、経営の意思決定および監督機能と業務
執行機能の分離に努め、経営方針の決定と重要事項の審議・決
議を行うとともに、代表取締役および業務執行取締役の業務執
行の適法性・妥当性について監督を行っています。2024年3月
期の主な議案としてはM&A案件、昇給・ベースアップなどの人
事案件がありました。

取締役会が決定する基本方針に従い、業務執行に関する事項
について協議・調整し、決定しております。業務執行に関し、取
締役会の決定を要する事項については、経営会議の意見を付し
て取締役会で審議しております。2024年3月期の主な議案とし
ては、M&A案件、設備投資案件、研究開発投資案件などがあり
ました。

戦略会議は、事業の重要事項に関する審議プロセスの強化を目
的に新設し、経営会議の決定を要する事項については、戦略会
議の意見を付して経営会議で審議しております。

監査等委員会は、監査方針、監査計画、業務分担を決定するほ
か、各監査等委員および子会社の監査役から、当社および国内
外子会社の業務や財政状況の監査結果について報告を受け、
協議しています。監査等委員の監査活動は、社内の重要な会議
に出席するほか、本社、主要な事業所・子会社の調査等を実施
し、代表取締役その他の業務執行者に対する監査・監督を行っ
ています。

2024年3月期 開催実績

13回
毎月開催のほか、必要の
都度、臨時取締役会を
開催

25回
毎月1回開催

2024年4月発足
毎月1回開催

13回
取締役会開催に合わせ
て開催

※2024年3月までは2回/月
の実施でしたが、同年4月
より1回/月に変更し、戦略
会議を発足

　　　　 構成

取締役9名
（うち社外取締役4名）

社長執行役員および統括
本部長を兼務する執行
役員

社長執行役員および統括
本部長を兼務する執行
役員

4名
（うち社外取締役3名）

取締役会

経営会議

戦略会議

監査等委員
監査等委員会

■ 各種会議・委員会の概要

2024年3月期 開催実績

指名委員会  3回
報酬委員会  2回

　　　　 構成

委員長（独立社外取締
役）、委員（代表取締役 取
締役会議長兼CGGO）、
独立社外取締役（3名）に
よる5名

　　　　　　　 実施内容

指名委員会は、取締役選任基準、CEO後
継者計画、株主総会に付議する取締役の
選解任議案など、報酬委員会は報酬水準、
構成割合や個人別の報酬内容などの審議
を行います。

　委員長

社外取締役
監査等委員
安藤　吉昭

指名委員会
報酬委員会

■ 任意の委員会の状況および委員長の属性

内部監査

会計監査

当社の内部監査は、内部監査の効率化を図るため、国内外の主要事業会社の内部監査部門との連携体制を構築しております。内部
監査の結果については、被監査部署の経営管理者に加え、社長執行役員、統括本部長を兼務する執行役員および監査等委員会に報
告しております。また、月次の監査等委員会では、内部監査結果の報告に加え、年次の内部監査方針や監査計画、被監査部署からの
フィードバック結果や内部監査品質改善に向けた諸施策の進捗状況の報告なども行い、リスクコミュニケーションを図っております。

当社は、会社法および金融商品取引法に基づく会計監査人に「EY新日本有限責任監査法人」を選任しています。なお、同監査法人
および当社監査に従事する業務執行社員と当社の間には、特別の利害関係はありません。

■ 監査

基本的な考え方  / 基本方針

　当社は、株主をはじめとするステークホルダーと良好な関係を築き、ともに発展を図ることが重要であると認識し、公正で透明性・効率性の
高い経営を目指して管理体制の充実に努めています。実効的なコーポレート・ガバナンスの推進のため、取締役会の実効性評価を行い、実効
性の確認、課題を認識し改善していくことでコーポレート・ガバナンスの実質的向上を図っています。
　また、当社は ＜創造と挑戦＞ ＜信頼と対話＞ ＜公平と公正＞ からなる「ミウラウェイ」のもとに企業活動を行っており、コーポレート・ガ
バナンスに関してもこの「ミウラウェイ」を念頭に置いて、持続的な企業価値の向上に資する仕組みを構築・実施することを基本としています。

■ コーポレート・ガバナンス体制
　当社は、ガバナンス体制として監査等委員会設置会社を採用しています。監査等委員である社外取締役が取締役会における議決権を持つこ
とにより、取締役会の監督機能が強化され、経営の透明性と機動性の両立が実現できる体制であると判断しています。

選任・解任選任・解任選任・解任

内部統制（J-SOX）評価

連携

報告

監査諮問

答申

報告

報告

内部
監査

会
計
監
査

連携

リスク評価

監督 監督選任・
解職

報告 報告 指揮

指示･監督

業務執行

報告

連携

上申

取締役会

取締役
（監査等委員を除く）

指名委員会
報酬委員会

各事業部門・グループ会社

経営会議
社長執行役員および
統括本部長を兼務する
執行役員で構成

監査等委員会

株主総会

会計監査人

リスクマネジメント事務局

J-SOX推進部

コンプライアンス委員会

内部監査部

サステナビリティ推進会議

戦略会議

業務執行部門

コーポレート・ガバナンス
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取締役会

取締役会の多様性
　取締役会は、多様なステークホルダーの皆様への貢献意識、広
い視野、豊富な経験、国際性、専門能力を備えた多様な人財構成
とし、高い見識を持つ専門家（弁護士、公認会計士、学者など）や
他社の経営経験者を社外取締役に含めることで、取締役会全体と
しての知識、経験、能力のバランスおよび多様性を確保することが
望ましいと考えています。
　取締役会の規模は、現在の業容を踏まえ、監査等委員以外の取
締役は5～14名、監査等委員である取締役は3～5名の範囲が適
切と考えています。なお、2021年6月の取締役選任において、専
門性・国際性の確保とともに、新たに女性社外取締役が加わり、取
締役会の多様性を進展させています。

社外取締役のサポート
　監査等委員である社外取締役の業務遂行に支障が生じることの

ないよう、内部監査部（スタッフ7名）を監査等委員会の直轄部署
と位置づけ、サポート体制を構築しています。また、2021年3月期
より、監査等委員会室を新設し専属の使用人を配置することで、
監査等委員会の職務補助機能をいっそう強化しています。
　社外取締役に対しては、原則として取締役会開催日3日前まで
に資料を案内し、常勤の監査等委員や創合企画部、経理部、法務
部などが適宜情報提供を行っています。

役員トレーニング
　社外取締役を含む取締役および将来の取締役候補である執行
役員を対象に、取締役および執行役員に求められる役割と責務
（法的責任を含む）に関する理解を深める目的で、年1回、外部講
師などによる講習、もしくはウェブセミナーによる学習を実施して
います。これに加え、取締役および執行役員の専門知識の向上な
どにかかる費用を支援しています。

実効性評価

■ 取締役会の実効性評価

役員報酬

業績連動報酬等に関する事項
　当社は、単年度の連結売上収益、連結営業利益およびROEの達
成率、各取締役の担当部門の業績および個人別に設定された定性
的な目標に対する評価を勘案して支給額を決定しています。業績
指標を連結経営成績における売上収益、営業利益およびROEとし
て選定した理由は、いずれも単年度の事業運営の成果を多面的に
評価することができ、かつ取締役の業績向上への貢献意欲を高め
ることができるとの判断によるものです。
　2023年度の業績連動報酬の算定に用いられた2022年度の連
結業績予想の業績指標は、2023年3月期の連結業績予想におい
て売上収益155,000百万円、営業利益20,000百万円および
ROE10％であり、2023年3月期の実績は売上収益158,377百万円
（達成）、営業利益21,928百万円（達成）およびROE10.3%（達成）
となりました。

役員報酬等の決定に関する方針等
　当社は、2021年2月16日開催の取締役会で、役員報酬等の決定
に関する方針について決議しました。当該取締役会の決議に際し
ては、あらかじめ決議する内容について報酬委員会および監査等
委員会の承認を得ています。

　なお、社外取締役および監査等委員の報酬は、基本報酬のみで
構成されています。

※役員報酬等の決定に関する方針等の詳細については当社ウェブサイト
を参照ください。

https://www.miuraz.co.jp/csr/governance/corporate_governance.html

政策保有株式
　当社は、重要取引先をパートナーとして、持続的な事業の発展と
企業価値向上においてさまざまな協力が必要と考えています。
当社は、製品の販売、業務提携、資材品の調達などの経営戦略にお
ける円滑な取引を目的として、限定的に重要取引先の株式を保有し
ています。当社と重要取引先との事業上の関係性等を総合的に判
断すると、株式の保有は当社にメリットのある結果をもたらしている
と考えられますが、その保有については、毎年精査を実施し、取締
役会で保有の適否を審議します。精査の項目は以下のとおりです。

　　● 当社との取引上の関係性　● 年間取引額　● 含み損益
　　● 配当金　● 資本コスト

■ 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額および対象となる役員の員数
区分 員数（名） 報酬等の総額（百万円）  報酬等の種類別の総額（百万円）
取締役（監査等委員を除く） 8 395 231 112 50
監査等委員 5 37 37 ─ ─
合計 13 433 269 112 50
（うち社外） （ 4 ） （ 31 ） （ 31 ） （ ─ ） （ ─ ）

対象  監査等委員でない取締役7名（うち社外1名）、監査等委員である取締役4名（うち社外3名）合計11名

期間  2024年2月から3月

評価方法 全取締役を対象とした第3者機関による無記名式アンケートの実施および社外取締役へのヒアリング

評価内容 
取締役会の構成、運営、議論、監督・モニタリングについて/取締役会で議論を深めるべきテーマについて/株主（投資家）
との対話について/指名委員会・報酬委員会の運営、そのほか

2024年3月期の評価結果
 取締役会では、形式的ではなく自由闊達で建設的な議論や意見交換がなされており、全体として概ね適切に機能している

として取締役会の実効性は確保されていると評価しました。

■ 取締役会の実効性評価で抽出された課題への取り組み

昨年（2023年3月期）の実効性評価で課題とされた内容の評価
①取締役会の構成　②取締役会の運営　③取締役会で議論を深めるべきテーマについての議論　④取締役会での報告事項の拡充
⑤株主（投資家）との対話　⑥取締役会のモニタリング機能の強化　⑦指名委員会・報酬委員会の運営

2025年3月期  上記を解決するための取り組みを実施

新たな課題

上程基準の見直し

議案内容の早期配信

議論の円滑化のために上程資料の
改善

中期計画・経営計画作成方法の見直し

資本コストや配当性向、リスク管理、
DX、人財、知財のテーマを引き続き
追加

株主（投資家）
との対話を踏
まえた議論の
実施

M＆Aを中心に取締役会決議
事項のモニタリングを実施

2023年3月期
の評価で抽出
された課題

取締役会の
構成

取締役会の
運営

取締役会で議
論を深めるべ
きテーマにつ
いての議論

取締役会での 
報告事項の拡充

株主（投資家）
との対話

取締役会の
モニタリング
機能の強化

指名委員会・
報酬委員会の
運営

2024年3月期
の取り組み

取締役会議長
と社長執行役
員の役職を分
離し、ガバナ
ンスを強化

会議体の見直
しや職務権限
規程の見直し
（議案の絞り
込み）を検討

重大議案につ
いては、取締
役会前に個別
説明を実施

議案内容の
再検討

投資家からの
意見やIR活動
状況を定期的
に報告

重大議案や 
M＆Aについ
ては、進捗を
適宜に報告

委員長を社外
取締役とした

2024年3月期
の評価結果 中期経営計画や資本政策の議論や取締役会での報告事項の拡充については、継続対応が必要

社外取締役へのヒアリング内容

コーポレート・ガバナンス
ミ
ウ
ラ
の
Ｄ
Ｎ
Ａ

サ
ス
テ
ナ
ビ
リ
テ
ィ

ガ
バ
ナ
ン
ス

デ
ー
タ
セ
ク
シ
ョ
ン

事
業
ポ
ー
ト
フ
ォ
リ
オ

ミ
ウ
ラ
の
目
指
す
姿

65 66│　　　　三浦工業株式会社 統合報告書 2024



0
2019

12名

20%

33% 33% 33%
36% 36%

44%

11%
9%9%8%

0%0%0%

8名 8名

7名8名 7名 5名

3名

4名 4名 4名
4名 4名

4名

2020 2021 2022 2023 2024 2025 （3月期）
0

10

20

30

40

50

5

10

15

社外取締役
取締役

（名）

（%）
■ 取締役会の構成  （2024年 6月27日現在）

社外取締役の割合
女性取締役の割合

2000年～ 2010年～ 2020年～

2006年
● コンプライアンス委員会設置  

  2004年 執行役員制度導入（執行役員会規程）
  
2005年
● 顧問規程

2006年
● 危機管理マニュアル策定
● コンプライアンス委員会規程策定
● 公益通報者保護規定
● 機密情報管理要領
● 適時開示規程
● 安全保障輸出管理規定

2007年
● 情報管理規定

2008年
● ハラスメント防止要領策定
● リスクマネジメント基本規程
● 内部統制報告制度運用規程（J-SOX対応）

2009年 
● 海外緊急事態発生時対応要領策定

  2015年　監査等委員会設置会社に移行、独立社外取締役（監査等委員3名）設置 
  2018年　指名委員会、報酬委員会導入

  2015年 取締役会実効性評価開始
2010年
● コンプライアンスマニュアル策定（独禁法編）

2012年
● コンプライアンスマニュアル策定（下請法編）

2014年
● 新型インフルエンザ対策要領策定

2015年
● 内部統制システム監査規程

2016年
● 事業継続計画策定

2017年
● 贈収賄防止基本規程　
● 公務員の招待・接待ガイドライン

2018年
● 監査等委員会の関与の仕組み導入

2019年 
● 執行役員会に代え経営会議を発足
● 取締役会から経営会議への執行権限委譲を
 拡大
● 社長執行役員以下の職務権限見直し　
● 監査等委員会の直下に内部監査室を設置

  2020年 監査等委員会室を新設し、専
  属の使用人を配置し、監査等
  委員会の職務補助機能を強化

  2021年 委任型執行役員制度の導入

  2020年 第三者機関による
  取締役会実効性評価制度導入

2021年 
● 女性取締役就任
● グローバル内部監査規程
● 社外公益通報窓口公開
● 企業行動規範公開

2022年
● ブロック長会議を経営会議に統合し
 2回/月に変更

2023年
● 指名委員会、報酬委員会の委員長に
 独立社外取締役が就任

2024年
● 取締役会議長と社長執行役員を分けることで
 経営監督と執行を分離
● 経営会議の開催を1回/月に変更し、執行に
 関する課題を議論する戦略会議を発足

機関設計

制度・規程・
方針などの
策定、導入

Q│取締役会について
 
　取締役会は、質問・意見を率直に発言
でき実効性の高い会議になっています。
社外取締役は専門性や経験からの知見
が多岐にわたり、その割合も増え（社外
取締役4名・社内取締役5名）、バランス
も良いと思います。ひとつ残念なのは、
女性の取締役が1名だということです。
改めて申し上げるまでもなく、企業には
多様性が求められ、そうでなければ企業
の持続可能性が危ぶまれる時代です。
画一化されていない多様なものの見方、
発想や考えは、新しいイノベーションに
もつながり、リスクテイクの場面におい
ても経営にプラスに働くといわれていま
す。もちろん、企業ごとの沿革や特性が
考慮されなければならず、当社でこれま
で女性従業員が少なかったのは事実で
すから、いま取締役になる女性が社内
にいなければ外部登用もやむを得ない
でしょう。しかしこれからは、管理部門
のみならず技術開発、営業、フィールド
エンジニアや設計などにおいて積極的
に女性を登用・育成し、女性取締役を誕
生させるという意識を社内で共有する
必要があると思います。また、多様性は
性別だけではありませんから、今後、取
締役会に外国の方がメンバーとして入る
ことも望ましいと考えます。

Q│社外取締役としての
 役割について

　社外取締役には、職務執行が、業務
の適正さを保つ体制に沿っているか・経
営方針に従っているかを社外の視点か

らチェックすることが期待されていると
感じています。スピーディに変化する社
会の状況に敏感かつ適切に対応できて
いるかのチェックも必要だと思います。
　私は、弁護士としての業務では企業
の不祥事に事後的に関与することが多
いのですが、社外取締役は、不祥事の
発生防止に注力しなければなりません。
事後的に関与してきたからこそ気付く
ような、私なりの視点も活かせれば良
いと思っています。また、現在、他社の
社外役員も兼務しておりますが、例え
ばコンプライアンスにおいて各社各様
の取り組みがなされています。各社で
実情は異なりますが、役立つ点があれ
ば、当社でも活かしていきたいです。

Q│2023年度（2024年3月期）からの
 取り組みであった人事制度の
 見直しについて

　人事制度の見直しは、従業員にとって
も会社にとっても、非常に大きな変化で
す。自分がどのように評価されて給料
がどうなるかは働く人の最大関心事で
あり、人財の育成・確保につながり結果
として業績に直結するからです。
　この新しい制度のポイントは Pay for 
Value、つまり担う仕事の大きさ・役割
と成果・評価に基づいて処遇が決まるこ
とです。評価においては、その人の業績
評価だけでなく「ミウラウェイ評価」を
導入しました。人を評価するのは、とて
も難しいことで、数字には表れない業務
への取り組み姿勢や仲間との協力関係
などに関し、当社の基礎となる「ミウラ
ウェイ」に基づく評価を取り入れたのは、

こいけ たつこ ● 弁護士として法務に関する卓越
した知見を有し、アナウンサーとして培われた経験
や見識を持つ。現在、東京簡易裁判所民事調停委
員を務め、他社の社外役員を兼務している。2021
年6月当社社外取締役監査等委員就任。

社外取締役メッセージ 社外取締役  監査等委員　小池 達子

画期的なことです。不公平感は人のヤル
気を最も削いでしまいますから、公平・
公正を実感できなければ成功しません。
新しい制度の運用が始まったこれから
が肝心です。評価する側も工夫を重ね
ていただき、この制度を活かして、より
一層「最も働きがいのある、最も働きや
すい職場」となることを期待します。

Q│今後、ご経験を活かし、
 注力されていきたい点について

　二つあります。一つ目は、まず、多様
性の確保につながる女性人財への対応
です。採用からキャリア育成、働きやす
い制度づくりなど環境整備を進めるた
めに役立てることがあれば尽力したい
です。二つ目は、コンプライアンスのさ
らなる進化です。当社はグローバル企
業として次のステージに入りましたか
ら、グローバル企業としてのコンプライ
アンスを一歩ずつ堅実に前進させてい
きたいと考えております。

ガバナンスの変遷

　当社は、経営の意思決定および監督機能と業務執行機能の分離や自由な判断とスピーディな業務執行の実現を目指し、改革に取り組んでい
ます。2020年からは「第三者機関による取締役会実効性評価制度」の導入により、自社の取締役会がその役割や責務を十分に果たせている
かを評価する取り組みも開始し、最近では、報酬委員会の委員長に独立社外取締役が就任。さらに2024年には取締役会議長と社長執行役
員を分けることで経営の監督と執行を分離し、より透明性・健全性を確保した経営を推進しています。

■ 実効性評価のプロセス

アンケートの実施
実効性評価
の結果

課題の
明確化・共有

改善方針の
策定 実行・推進

社外取締役へのヒアリング

コーポレート・ガバナンス
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代表取締役 取締役会議長兼CGGO

宮内 大介　みやうち だいすけ

1997年 当社入社
2024年 代表取締役 取締役会議長兼CGGO（現任）

社外取締役 監査等委員

佐伯 直輝　さいき なおき

2015年 当社社外取締役 監査等委員（現任）

社外取締役 監査等委員

安藤 吉昭　あんどう よしあき

2019年 当社社外取締役 監査等委員（現任）

社外取締役 監査等委員

小池 達子　こいけ たつこ

2021年 当社社外取締役 監査等委員（現任）

代表取締役 社長執行役員 CEO兼CTO

米田 剛　よねだ つよし

1991年 当社入社
2024年 代表取締役 社長執行役員 CEO兼CTO（現任）

取締役 専務執行役員

廣井 政幸　ひろい まさゆき

1985年 当社入社
2024年 取締役 専務執行役員（現任）

取締役 専務執行役員

河本 憲一　かわもと けんいち

1993年 当社入社
2024年 取締役 専務執行役員（現任）

社外取締役

樋口 建史　ひぐち たてし

2019年 当社社外取締役（現任）

取締役 常勤監査等委員

山内 修　やまうち おさむ

1986年 当社入社 
2023年 取締役 常勤監査等委員（現任）

■  取締役および監査等委員のスキルマトリックス

        　　　　　　　　　  取締役が有する知識・経験・能力    　　　　　　　　　　　  出席回数
 氏名 役位 性別 主な役割、経歴など 独立性

 企業経営 機器販売・メンテナンス グローバル 生産・技術・研究開発 法務・リスク管理 財務・会計 取締役会 指名委員会 報酬委員会 監査等委員会

  代表取締役  舶用事業統括本部 本部長        ◎議長  
 宮内 大介 取締役会議長兼CGGO ※ 男性 公益財団法人日本小型貫流ボイラー協会代表理事 ─ ● ● ● ●   13回/13回 3回/3回 2回/2回
  ※Chief Global Group Officer
   
    ［ 最高経営責任者 ］
 米田 剛 代表取締役 男性 ［ 最高技術責任者 ］ ─ ● ●  ●   13回/13回  社長執行役員 CEO兼CTO  技術統括本部 本部長
    生産統括本部 本部長

 廣井 政幸 取締役 男性 管理統括本部 本部長 ─ ● ●  ● ● ● 13回/13回  専務執行役員 

 河本 憲一 取締役 男性 国内販売統括本部 本部長 ─  ●     10回/10回  専務執行役員

 樋口 建史 社外取締役 男性 日本ガスライン株式会社 社外取締役 
●

   ●  ●  13回/13回 3回/3回 2回/2回     独立社外

 山内 修 取締役 男性  ─  ●   ●  13回/13回   □議長
  常勤監査等委員             13回/13回

  社外取締役  公認会計士 ●          ◎委員長
 佐伯 直輝 監査等委員 男性 税理士 独立社外 ●  ●   ● 13回/13回 3回/3回 2回/2回 13回/13回    四国松山凛監査法人 代表社員
     
 安藤 吉昭 社外取締役 男性 国際基督教大学（ICU）監査室長 ●

 ●  ●   ● 13回/13回 ◎委員長 ◎委員長 13回/13回  監査等委員   独立社外        3回/3回 2回/2回

  社外取締役  弁護士 ●
 小池 達子 監査等委員 女性 株式会社オリジン 社外取締役 独立社外     ●  13回/13回 3回/3回 2回/2回 13回/13回
    住友理工株式会社 社外監査役

取締役のより詳しい略歴は当社ウェブサイトをご覧ください。
https://www.miuraz.co.jp/corporate/executive.html

取締役  （2 0 2 4年 6月 2 7日現在）

森松 隆史 技術統括本部 副本部長

井戸 昭二 西日本事業ブロック ブロック長

三本 順一 アジア事業ブロック ブロック長

谷水 恭子 管理統括本部 副本部長

林 隆弘 中国事業ブロック ブロック長

宮本 治 FE（フィールドエンジニア）戦略ブロック ブロック長

小野 巧 BP（ベストパートナー）事業推進ブロック ブロック長

山本 健士 舶用事業ブロック ブロック長

大久保 智浩 生産事業ブロック ブロック長

鈴木 康介 東日本事業ブロック ブロック長

野上 康雄 アクア技術ブロック ブロック長

宮栄 直樹 経営企画ブロック ブロック長

山本 英貴 ボイラ技術ブロック ブロック長

藤原 達也 米州事業ブロック ブロック長

（注） 1 当社は、意思決定および経営の監督を適切に行い、多様性とバランスを考慮し、持続的な企業価値向上を実現するため、豊富な経験と広い見識、さまざまな分野で高い能
力を有する人財を取締役としています。上表は、取締役の有するすべての知見や経験を表すものではありません。

 2 2023年4月1日から2024年3月31日までに開催された取締役会は13回であり、河本憲一氏の就任以降開催された取締役会は10回であります。

執行役員  （2 0 2 4年 7月 1日現在）
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コンプライアンス体制

コンプライアンス委員会は、現在、総務・人事担当の取締役を委員長とし、10名の委員で構成されています。同委員会は年1回の
定例会に加えて、必要に応じて臨時会を適宜開催しています。定例会では、当期のコンプライアンス推進活動（教育、研修その他
の取り組み）の実施状況、次期のコンプライアンス推進活動の方針、新法・改正法への対応などについて審議を行います。2024年
3月期は2024年3月に定例会を開催しています。

■ コンプライアンス体制図

監査部門

連携

相談・通報

相談・通報

年度方針 報告

監査

諮問・答申等

監督

指示・監督

指示

取締役会

監査等委員会

相談・通報窓口
（社内・社外）

各事業部門・グループ会社

ミウラグループ取引先

報告

報告
監査

報告・相談

内部監査部

品質保証部

安全保障輸出管理部

環境管理部

指示

指示

報告

経営会議

コンプライアンス推進責任者
（各事業部門：執行役員  グループ会社：社長）

事務局：法務部（事務局長：法務部担当執行役員）

リスクマネジメント体制

　リスクマネジメントについては「リスクマネジメント基本規
程」に則り、当社にとって主要な対象リスクを担う部門の執行
役員がリスクマネジメント推進者となり、リスクマネジメント
の推進・対応策を整備しています。事業リスク影響評価への
対応・検証については、リスクマネジメント定例会（年1回）で
審議し、審議内容は経営会議に報告され次期の活動方針の
承認を得ています。また、本体制に関する特に重要な事項は
取締役会で決定されています。

リスクマネジメントの取り組み

　ミウラグループの経営目標の達成を阻害する、様々なリス
クを10類型に分類し、リスクの発生頻度と損害規模の評価を
もとにリスクマップを策定し、リスクマネジメントの推進と対
応策の整備を行っています。リスクマップは、毎年1回、各部
門の執行役員に対して実施するリスク調査の結果に基づい
て、定期的に見直し・再評価を行っています。
　2024年3月期は、期初に策定したBCPに対する活動方針
に基づき、生産停止リスク低減策の実施、海外事業のリスク
マネジメント体制強化を目的とした、主要な海外グループ会
社の内部監査組織の見直し・強化を推進しました。そのほか、
前期からの継続的な課題であった人財不足によるサービスの
質低下のリスクについては、エンゲージメントサーベイの実施
による組織課題の見える化や働き方改革を反映した各種人事
制度の見直しに取り組むことで、従業員の流失を防ぎ、新た
な人財採用の準備を整える等、人財不足に伴うリスクの低減
に努めました。2025年3月期は、国内グループ各社の連携強

コンプライアンス委員会

各従業員

コンプライアンス意識浸透に向けた取り組み

　ミウラグループでは、コンプライアンス意識の浸透に向け
て、コンプライアンスに関する教育に力を注いでいます。
2024年3月期の取り組みとして、法務部によるコンプライア
ンス基礎研修を新入社員223名に実施し、「法令入門ハンド
ブック」と「コンプライアンスハンドブック」を受講者に配付
しました。加えて、当社および国内グループ会社の役員およ
び従業員※1に対して、全社的なコンプライアンス教育※2（eラ
ーニング等による方法）を年1回実施しており、受講者数
4,329名、受講率98.1％となっています。
※1 休職者を除く
※2 内部通報制度の周知、贈収賄防止の内容を含む

贈収賄防止の取り組み

　ミウラグループは、グローバル事業を展開するにあたり、
「ミウラグループ贈収賄防止基本方針」に基づいて、「ミウラ
グループ贈収賄防止基本規程」を制定し、グループ各社に周

知しています。海外グループ会社への周知については、現地
の言語で要領を作成し、各国に応じた運用を実施しています。
また、サプライヤーに対しても、当社の行動規範として贈収賄
を禁止している旨を文書により周知しています。
　2024年3月期の取り組みとしては、前述のとおり、贈収賄
防止を含む内容のコンプライアンス教育を実施しています。

税務コンプライアンス

　ミウラグループは、事業活動を展開している国・地域の納
税における透明性の確保が重要と考え、「ミウラグループ企
業行動規範」に基づき、税務コンプライアンスを徹底してい
ます。税務リスクに対しては、各国の税制や税務行政への適
正な対応を行うことでリスクの最小化を図り、法令の適用・解
釈についても外部専門家からの適正な助言・指導を受け対応
をしています。グループ内の移転価格税制においては、
「OECD移転価格ガイドライン」の遵守に努め、グループ各社
の国・地域の税制に基づいた管理を行っています。

化や、生産停止リスク低減の継続的な取り組み、主要な海外
グループ会社の現地監査人による自国内監査の品質を高める
取り組みの開始など、リスクマネジメント体制の強化を継続
していきます。

情報セキュリティ

　お客様から信頼される企業であり続けるためには、お客様
からお預かりした情報資産ならびに当社が保持・保有する情
報資産をあらゆる脅威から保護し、適正に管理・運用するこ
とが求められます。当社では、「情報管理規程」に定めた情
報セキュリティ対策を実施し、情報資産の保護を最大限に配
慮しながら企業活動を展開しています。

情報セキュリティ体制について

　情報セキュリティ委員会を設置し、お客様にご提供するIT

サービスにおけるセキュリティ体制を整備しています。また急
増するサイバー攻撃に迅速に対応するため、CSIRT（コンピュ
ーターセキュリティインシデント対応チーム）を設置し、セキ
ュリティ脅威に対する防御・対応を継続的に強化しています。

損
害
の
規
模

発生頻度
低 高

リスクの重要性： 高 中 低 ━　　　　
※各枠内の数字はリスク項目数
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■ ミウラグループの主要リスク分布状況 （2024年3月期）

重要性 リスク項目

中

● 特許権の侵害・被侵害
● 製品クレームヘの対応（設計起因・製造起因）
● 有害物質の非含有保証要請への対応
● 据付施工における欠陥事故
● 合併・提携等の失敗
● 買収先企業の事業環境の悪化
● 設備・機械の損傷・故障
● 有害汚染物質の流出・土壌地下水汚染
● 建設業 技術者不足
● 下請の労働災害
● 人財不足・人事制度不満・士気低下

高
● 為替変動
● 補助金・建設業法に係わる不正

■ リスクマネジメント体制図

取締役会

経営会議
（最高責任者：社長執行役員）

ワーキンググループ
（リーダー：主管部門の執行役員）

※BCP策定、教育ほか

BCP検討委員会
（委員長：社長執行役員）

リスクマネジメント事務局
（事務局長：総務部長）

各執行役員 各執行役員 各執行役員

各部門 各部門 各部門
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※ 2020年3月期以降の設備投資および減価償却費には、IFRS第16号
「リース」の適用にともなう使用権資産に関する金額が含まれています。

※ 2020年3月期以降の設備投資および減価償却費には、IFRS第16号
「リース」の適用にともなう使用権資産に関する金額が含まれています。

財務ハイライト   （2024年 3月31日現在） 非財務ハイライト   （2024年 3月31日現在）
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■ 営業利益（左軸）　　　　営業利益率（右軸）
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■ 資産合計（左軸）　　　　総資産回転率（右軸）

　　  ROE　　　　ROA
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■ ROE/ROA
　　  （%）

※ 関連会社の持分法適用会社化にともない、遡及修正しています。 ※1 算定範囲は、三浦工業および国内グループ ※3

※2  原単位は三浦工業単独の国内売上収益より算出
※3  三浦マニファクチャリング、三浦アクアテック、三浦工機、三浦環境マネジ
 メント、ミウラ・エス・エー、ミウラジョブパートナー

※ 関連会社の持分法適用会社化にともない、遡及修正しています。

■ 研究開発費（左軸）　　　　対売上収益比率（右軸）
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■ 研究開発費 /対売上収益比率
（百万円）
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■ CO2排出量（左軸）　　　　原単位（右軸）
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■ CO2排出量※1/原単位※2

   （tCO2）
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■ 設備投資　 ■ 減価償却費
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■ 設備投資 /減価償却費
（百万円）
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（百万円）
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■ 1株当たり配当金（左軸）　　　　配当性向（右軸）
※ 関連会社の持分法適用会社化にともない、遡及修正しています。 ※ 全従業員に占める割合 ※ 算定範囲は、三浦工業　※ 60歳定年
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■ 従業員数（左軸）　　　　海外従業員比率（右軸）
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■ 連結従業員数 /海外従業員比率
　　 （名）
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※1 算定範囲は、三浦工業（支店を除く）および国内グループ（左記※3） 
※2 原単位は三浦工業単独の国内売上収益より算出
※ 排出物には対象施設から排出される廃棄物、有価物、専ら物を含みます。

■ 排出物量（左軸）　　　　原単位（右軸）
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■ 女性役職者数（左軸）　　　　女性役職者比率※（右軸）
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■ 女性役職者数 /女性役職者比率
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■ 定年再雇用制度利用者数（左軸）　　　　定年再雇用率（右軸）
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■ 定年再雇用制度利用者数 /定年再雇用率
　　 （名）

　　  全産業平均　　　　製造業平均　　　　三浦工業
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■ 休業災害度数率
 （度数率）

1.80
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39 39
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97.5

2.52.5
2.32.3

2.02.0 2.12.1 2.02.0

7,033

6,274

※ 算定範囲は、三浦工業および国内連結子会社

※ CERTUSS社およびCleaver-Brooks社の情報は含まれておりません。
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百万円

百万円

百万円

百万円

百万円

百万円

百万円

百万円

百万円

百万円

百万円

百万円

百万円

百万円

百万円

百万円

%

%

%

回

%

円

円

円

%

名

社

社

%

%

%

百万円

百万円

百万円

2024年3月期

159,695

66,826

44,754

23,061

26,789

19,368

7,126

6,707

3,211

240,962

6,661

180,695

20,810

▲ 1,270

19,540

▲ 15,403

41.8

14.4

11.1

0.68

75.0

175.00

1,638.97

53.00

30.3

6,059

12

17

27.0

34.9

27.3

17

6,644

6,661

2023年3月期

158,377

64,318

43,116

21,928

23,467

16,876

6,274

7,033

3,353

229,560

8,261

168,348

17,844

▲ 12,535

5,309

▲ 13,766

40.6

13.8

10.3

0.71

73.3

149.52

1,504.02

45.00

30.1

6,135

11

17

24.2

31.6

26.5

958

6,236

7,194

2022年3月期

143,543

58,987

40,229

19,441

20,242

14,236

7,333

6,879

2,905

218,975

9,876

160,017

19,442

▲ 14,481

4,961

▲ 3,389

41.1

13.5

9.3

0.69

73.1

126.15

1,414.51

39.00

30.9

6,070

9

16

22.6

32.7

25.7

2,625

7,251

9,876

2021年3月期

134,732

54,974

37,761

17,858

18,165

12,695

6,759

6,733

3,165

196,342

7,487

145,447

22,982

▲ 11,073

11,909

▲ 7,991

40.8

13.3

9.1

0.70

74.1

112.62

1,290.15

35.00

31.1

6,047

9

16

21.4

32.3

26.7

350

7,137

7,487

2020年3月期

143,645

57,361

39,320

18,540

18,756

13,746

8,163

6,580

3,578

187,241

8,737

133,272

18,121

▲ 10,300

7,821

▲ 8,978

39.9

12.9

10.6

0.79

71.2

122.01

1,182.58

37.00

30.3

5,893

9

15

20.0

28.4

23.8

1,355

7,381

8,737

2019年3月期

138,880

54,511

38,500

16,682

17,130

12,280

4,478

3,678

3,728

174,161

3,780

125,262

17,134

▲ 2,552

14,582

▲ 7,064

39.3

12.0

10.1

0.81

71.9

109.10

1,112.71

33.00

30.2

5,690

9

12

19.6

27.9

21.4

3,375

405

3,780

2018年3月期

124,883

48,936

35,551

13,868

14,183

10,363

5,250

3,649

3,335

167,083

7,276

117,482

9,028

▲ 13,870

▲ 4,842

505

39.2

11.1

9.2

0.81

70.3

92.09

1,043.92

28.00

30.4

5,495

12

11

19.3

29.1

21.9

6,775

501

7,276

2017年3月期

102,549

41,683

31,105

10,577

11,833

8,163

3,090

2,825

2,754

143,008

21

112,270

10,829

▲ 1,441

9,388

▲ 2,415

40.6

10.3

7.5

0.74

78.2

72.54

993.18

22.00

30.3

4,950

8

10

20.1

33.9

22.8

0

21

21

2016年3月期

99,019

40,194

29,974

10,220

11,080

7,476

3,612

2,855

2,600

135,861

78

107,044

11,498

▲ 7,993

3,505

▲ 2,396

40.6

10.3

7.1

0.75

78.4

66.46

947.00

21.00

31.6

4,665

5

8

21.5

34.2

19.9

52

26

78

2015年3月期

90,424

37,044

28,032

9,011

10,559

7,464

6,515

2,546

2,403

129,525

54

103,218

8,963

▲ 661

8,302

▲ 2,245

41.0

10.0

7.7

0.73

79.5

66.37

915.75

19.67

29.6

4,409

6

9

18.3

34.5

20.4

30

24

54

※1  2020年3月期以降の設備投資および減価償却費には、IFRS第16号「リース」の適用にともなう使用権資産に関する金額が含まれています。
※2  販売仕向先ベース
※3  報告セグメント（販売元の所在地）ベース

売上収益

売上総利益

販売費および一般管理費

営業利益

税引前当期利益

親会社の所有者に帰属する当期利益

設備投資※1

減価償却費※1

研究開発費

資産合計

有利子負債

親会社の所有者に帰属する持分

営業活動によるキャッシュ・フロー

投資活動によるキャッシュ・フロー

フリー・キャッシュ・フロー

財務活動によるキャッシュ・フロー

売上収益総利益率

売上収益営業利益率

ROE

総資産回転率

親会社所有者帰属持分比率

EPS

BPS

年間配当金

配当性向

連結従業員数

連結子会社数（国内）

連結子会社数（海外）

海外売上収益比率※2

国内売上収益に占めるメンテナンス売上収益比率※3

海外売上収益に占めるメンテナンス売上収益比率※3

借入金

リース負債（リース債務）

計

（注） 2017年3月期以前は日本会計基準、2018年3月期以降は IFRSを適用しています。

※ CERTUSS社およびCleaver-Brooks社の情報は含まれておりません。
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　 出来高（右軸）　株価：　　 三浦工業（左軸）　　　 TOPIX（左軸）　　　 TOPIX（機械）（左軸）

ミウラグループ   （2025年 3月1日現在）

■  株価・出来高の推移

株式会社三浦マニファクチャリング
三浦アクアテック株式会社
三浦工機株式会社

株式会社ヤブサメ
ハヤブサメンテナンス株式会社
株式会社丹波工業所
北日本ボイラ株式会社
トータスエンジニアリング株式会社
ミラボット株式会社

三浦環境マネジメント株式会社
ミウラジョブパートナー株式会社
株式会社ミウラ・エス・エー

国内連結子会社

関連会社

コベルコ・コンプレッサ株式会社 アイナックス稲本株式会社 JENSEN-GROUP NV

株式会社ダイキンアプライドシステムズ MARUSE ENGINEERING（V） CO., LTD.

 株主名 持株数 持株比率
  （千株） （％）

 日本マスタートラスト信託銀行
 株式会社（信託口） 15,940 14.46

 株式会社伊予銀行 5,329 4.83

 株式会社愛媛銀行 5,201 4.72

 株式会社日本カストディ銀行（信託口） 4,839 4.39

 SSBTC CLIENT OMNIBUS ACCOUNT 4,647 4.22

 ミウラグループ従業員持株会 3,445 3.13

 愛媛県 3,000 2.72

 公益財団法人三浦教育振興財団 3,000 2.72

 いよぎんリース株式会社 2,906 2.64

 ミウラグループ取引先持株会 2,061 1.87

■  大株主  （上位 10名） ■  所有者別分布状況

社 名 三浦工業株式会社　　MIURA CO., LTD.

事業内容 ● 各種ボイラ、冷暖房機器、水処理装置、医療用機器、冷凍機・食品加工機器、廃棄物処理機器等の環境改善機器、洗濯機・
乾燥機・洗濯用仕上機械、発電機、化学工場薬品および関連機器の製造ならびに販売

 ● 関連する機器の保守管理、修理、技術指導
 ● 関連する中古機器の売買ならびに輸出入業およびリース・レンタル業
 ● 水道設備工事、管工事、機械器具設置工事等に付帯関連する工事の設計ならびに施工請負
 ● コンピュータ機器の販売ならびに情報処理サービス
 ● 環境計量証明業および環境保全に関するコンサルティング業

東京本社 東京都港区高輪2丁目15番35号　〒108-0074

松山本社 愛媛県松山市堀江町7番地　〒799-2696

設 立 1959年5月1日
代表者 代表取締役 社長執行役員 CEO兼CTO　米田 剛（よねだ つよし）
資本金 95億4,400万円
従業員数 単独3,332名、連結6,059名（正社員・準社員のみ）

発行可能株式総数 300,000,000株

発行済株式の総数 110,249,519株（自己株式15,041,593株を除く）

株主数 8,815名

海外連結子会社

 アジア

韓国ミウラ工業株式会社
三浦工業（中国）有限公司
三浦工業（香港）有限公司
台湾三浦工業株式会社
ミウラサウスイーストアジアホールディングス社
ミウラシンガポール社
ミウラボイラマレーシア株式会社
ミウラバングラデシュ株式会社
ミウラインドネシア株式会社
三浦工業（タイ）株式会社
三浦トルコ熱システム工業有限会社

 米州

ミウラインターナショナルアメリカス株式会社
ミウラアメリカ株式会社
ミウラカナダ株式会社
ミウラボイラメキシコ株式会社
ミウラボイラブラジル有限会社
The Cleaver-Brooks Company, Inc.

 
欧州

ミウラネザーランド株式会社
CERTUSS GmbH

（注） 1.  当社は、自己株式を15,041,593株保有しておりますが、上記大株主からは除外し
ております。

 2.  持株比率は、自己株式を除いて算定しております。

政府および地方公共団体

2.40％

金融機関

32.46％

金融商品
取引業者

1.34％
その他の法人

10.84％

外国法人等

28.31％

個人その他

24.65％

所有者別分布状況

会社概要  （2 0 2 4年 3月 31日現在） 株式情報  （2 0 2 4年 3月 31日現在）
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